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平成２３（２０１１）年７月２４日、日本の地上波テレビ放送は、アナログからデジタルに完全移行する。

デジタル放送に関しては多くのメリットが強調されている。デジタルへの完全移行はテレビ業界ば

かりではなく、映像コンテンツ産業にも大きな影響を与えると考えられる。

デジタル放送のメリットには、高画質・高音質、多チャンネル放送、電波の有効利用、ワンセグ

放送などが挙げられている。コンテンツがデジタルになることにより、編集が容易で、劣化が少な

い状態での再利用が可能になるというのもデジタルならではの利点の一つであろう。

一方で、デジタル放送への移行に関するテレビ局の負担は決して小さくはない。テレビが抱える

問題（市場規模の縮小、視聴率の低迷、広告費の減少、通信分野からの参入など）を考えると、テ

レビばかりに頼っていては映像コンテンツの将来は開けてこないのではないだろうか。

映像コンテンツからみれば、映像コンテンツの利用窓口（ウィンドウ）が広がりを見せているこ

とは決して悪いことではない。デジタルになることにより、コンテンツ利用の可能性は拡大してき

ている。映像コンテンツは、テレビ中心の状態から、さらに発展することができる、まさにその過

渡期にあると言えるのではないだろうか。

この研究は、平成２０年度の「筑紫女学園大学・短期大学部 特別研究助成」により、日本各地の

テレビ局ならびに制作会社に聞き取り調査を行ったことを参考にしている。協力していただいたテ

レビ局ならびに制作会社には感謝したい。

１．テレビの現状

日本におけるテレビの現状は必ずしも明るいものばかりではない。若者を中心としたテレビ離れ

が指摘され、視聴率も全般的に低下してきている。民放テレビ局の主な収入源である広告費も、経

済が低迷している影響もあり、横ばいもしくは減少という状況にある。さらにデジタル放送移行の

ための設備投資だけでもかなりの負担になっている。地方局を中心に赤字決算の局も少なくはな

い。（注１）

「放送普及基本計画」は、現状に合わせて変更されてきたわけであるが、衛星放送、CATV、イ
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ンターネットなどが普及してきた今の状況に果たして本当に合っているのであろうか。（注２）地

上波５局が本当に必要なのであろうか。地上波テレビのほかにも視聴者の選択肢が増える中で、同

じような内容の番組を放送するだけに終始しているような地上波テレビの存在意義が問われる時期

が来たようである。

それでも現在の映像メディアの王様であるテレビは、その本質を根本的には変えていない。この

ままいくと第２の日本航空になってもおかしくない状況にあると言わざるを得ない。ここではこの

テレビの現状を考察した後に、今一度テレビとは何かを考え直し、発想を大きく転換するような、

映像コンテンツ中心の考え方への移行を提案してみたい。

１．１．自社番組制作比率

日本におけるテレビ放送は、全国的普及を義務付けられている日本放送協会（NHK）と原則と

して地域社会を基盤として放送を行う一般放送事業者（民間放送）に分けられている。つまり民放

は道県単位の放送を行うということが基本なのである。（注３）日本においても当初はその方向で

調整が図られたりした時期もあったが、やがて５つの全国紙（朝日、読売、毎日、産経、日経）を

背景にテレビネットワークが形成されてきた。

当初はニュース協定であったものが、やがては番組提供も行うようになり、今では本社と支社と

も思われかねないようなネットワーク体制を作り上げてきた。ついには「放送普及基本計画」も、

この現状を追認するように、ネットワーク数と同数のテレビ局の開設を提案するに至っている。

このようなテレビネットワークの成立により、地方のテレビ局では何も制作しない方がむしろ儲

かるという現象さえ起きている。ネットワークからの提供番組を放送すれば、ある程度の視聴率が

得られる上に、自ら制作しなくても電波料が得られる。自社で番組を制作するとなると、制作費が

かかり、場合によっては赤字になってしまうこともある。

その結果地方では、制作費の比較的かからない情報番組や情報バラエティに番組内容がどうして

も偏り、本来持っているべき様々なジャンルの番組を制作するというような、制作能力自体をそい

表１‐１ ２００８年度テレビ局の自社制作比率（「日本民間放送年鑑２００９」のデータより作成）

自社制作比率 ～９０％
８９％～
８５％

５０％～
４０％

３９％～
３０％

２９％～
２０％

１９％～
１５％

１４％～
１０％

９％～
５％

５％
以下

合計

キー局 ４ １ ５
準キー局 ３ １ １ ５
中京・福岡・北海道 ５ ６ １ ２ １ １５
地方：４局 １ １２ ３３ ２ ４８
地方：３局以下 ８ ３１ ２ ４１
独立 UHF １ ５ １ １ １ ４ １３
（合計） ４ １ １ ８ ７ ８ ２２ ７１ ５ １２７
構成比率 ３．１％ ０．８％ ０．８％ ６．３％ ５．５％ ６．３％１７．３％５５．９％ ３．９％ １００．０％

＊「キー局」は関東広域圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県）の５局。「準キー局」
は近畿圏（大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県）の５局。「中京・福岡・北海道」は、中京
（愛知県、岐阜県、三重県の３県）、福岡県、北海道のそれぞれ５局、あわせて１５局。「地方：４局」は、県域
でそれぞれ４局が存在する１２県の４８局。「地方：３局以下」は、県域で１局から３局が存在する１７県の４１局。「独
立 UHF」は関東広域圏、近畿圏と中京圏にある１３局。
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表１‐２ ２００９年度日本の広告費（Dentsu Online「日本の広告費」より）

媒体＼広告費
広告費（億円） 前年比（％） 構成比（％）

’０７ ’０８ ’０９ ’０８ ’０９ ’０７ ’０８ ’０９
１９年 ２０年 ２１年 ２０年 ２１年 １９年 ２０年 ２１年

総広告費 ７０，１９１ ６６，９２６ ５９，２２２ ９５．３ ８８．５ １００ １００ １００
マスコミ四媒体広告費 ３５，６９９ ３２，９９５ ２８，２８２ ９２．４ ８５．７ ５０．９ ４９．３ ４７．８
新聞 ９，４６２ ８，２７６ ６，７３９ ８７．５ ８１．４ １３．５ １２．４ １１．４
雑誌 ４，５８５ ４，０７８ ３，０３４ ８８．９ ７４．４ ６．５ ６．１ ５．１
ラジオ １，６７１ １，５４９ １，３７０ ９２．７ ８８．４ ２．４ ２．３ ２．３
テレビ １９，９８１ １９，０９２ １７，１３９ ９５．６ ８９．８ ２８．５ ２８．５ ２９

衛星メディア関連広告費 ６０３ ６７６ ７０９ １１２．１ １０４．９ ０．８ １ １．２

インターネット広告費 ６，００３ ６，９８３ ７，０６９ １１６．３ １０１．２ ８．６ １０．４ １１．９

プロモーションメディア広告費 ２７，８８６ ２６，２７２ ２３，１６２ ９４．２ ８８．２ ３９．７ ３９．３ ３９．１

でしまっている。一方でキー局は一手にこの種の番組制作を担うような形になったために、両者間

の制作能力の差が顕著になってきている。（注４）

１．２．広告費の減少

電通の「日本の広告費」（注５）によれば、２００９年度の日本の総広告費は５兆９，２２２億円で、２年

連続のマイナスであった。総広告費は前年度から１１．５％減少しており、年々減少傾向にある。「マ

スコミ四媒体広告費」はそろって減少しており、衛星メディア関連とインターネット広告費がかろ

うじて増加している。新聞の低下も大きく、ついにはインターネットに２位の座を明け渡す結果と

なっている。

インターネット広告費で特に伸びているのは、携帯電話と検索連動広告である。インターネット

広告費は、ブロードバンドやモバイル通信環境が整備されてきたことにより、今後様々なサービス

が提供されてくることが予想されることを考えると、さらに成長する余地はある。現状では十分な

サービスにはまだ至っていない映像コンテンツの提供に広告を連携させることになれば、この分野

の広告費はさらに伸びる可能性は高いであろう。

１．３．制作部門の分離

近年のテレビ業界では、制作部門を本社（局）から切り離す傾向がみられる。これは広告費収入

などの減少を背景とした合理化策の一環なのかもしれない。特に自社制作比率が高くないテレビ局

においては、常時制作部門を抱えていても制作数が少ないために制作部門を十分に活用することが

できず、不経済になってしまうことを解消するための合理化策としての一面も持っている。

関連会社や子会社を作り、局自体の制作部門をスリム化させる。局によっては局内に制作局や制

作センターというものを作りつつも、別組織（会社）として独立させるというものもある。報道部

門も別会社などとの契約協力で行っているケースがほとんどである。

このような対応は、本社（テレビ局）側としてみれば、制作費をカットできるであろうが、制作

を請け負う会社にしてみれば効率の悪さを一手に引き受けただけになってしまう恐れがある。テレ
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ビ局からの受注以外の制作が増えていかない限り、ただ単にテレビ局の不採算部門を子会社・関連

会社へ移しただけになりかねない。これでは何の解決にもならないのである。

制作会社では、関連のテレビ局からの受注以外にも、官公庁や企業のビデオ制作ならびに CM

制作なども手掛けている。CM制作において強い力を持っている制作会社も中には存在するが、ほ

とんどの制作会社ではテレビ番組関連の映像制作以外はごく少数で、テレビ局からの制作受注が大

半になっている。また企画をもとにテレビ局から独立した映像制作をしようにも、資金不足が問題

となっていることが多い。

一方で、関連会社もしくは子会社でいれば、受注はある程度確保されている。独立系の小さな制

作会社のさらに困難な状況よりはまだ安定している。これが映像制作会社を、まだ安全なテレビ局

という傘の中に押し込めてしまい、新たな映像制作に一歩踏み出せない状況に留まらせてしまう結

果となっている。

１．４．放送とは

放送法には一般放送事業者を「委託放送事業者」と「受託放送事業者」に分けている。つまり放

送に携わる者の本来の業務は２つある。１つは希少な電波帯域を借り受けて、その電波を利用して

放送を行うことである。もう１つはその放送のための番組を調達することである。これまで地上波

テレビにおいてはこの２つの業務の両方をテレビ局が行ってきた。CSなどの衛星放送ではこの２

つは区分されており、衛星からの電波を利用して放送をする事業者と番組（チャンネル）を提供す

る事業者は別である。

地上波テレビ局においても近年制作部門を分離してきたことは、本来あるべき状況に近づいてき

たという見方もできる。そしてこの流れがもしかしたら映像コンテンツを活気づけるきっかけにも

なるかもしれないのである。

放送法には、「放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たっては、

特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設

け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。」（放送法 第三条の二 ２）と

いう記述がある。何を放送するかを最終的に決定するテレビ局が、この編成を担うべきであろう。

しかし教養・教育、報道、娯楽といった様々なジャンルの番組自体を制作するのは、テレビ局であ

る必要はない。テレビ局は映像コンテンツを自社制作、制作依頼、買取（放送権のみなども含む）

の如何にかかわらず集め、バランスよく配置して放送することが求められているのである。

１．５．映像コンテンツ市場におけるテレビの現状

ここで少し検証する角度を変えて、映像コンテンツそのものの状況を見てみる。まずその市場規

模であるが、「デジタルコンテンツ白書２０１０」（財団法人デジタルコンテンツ協会、２０１０）によると、

映像コンテンツの市場規模は表１‐３のようになっている。

２００９年度の映像コンテンツ市場において規模が最も大きいのは「テレビ放送・関連サービス収

入」であり、構成比率が７７．０％と全体の３／４以上を占めている。中でも「民放地上波テレビ放送
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表１‐３ ２００９年度 映像コンテンツの市場規模
（「デジタルコンテンツ白書２０１０」より）

区分 ２００９年 構成比率
０９／０８
伸び率

０９／００
平均伸び率

映像ソフト売上 ５，６０４ １２．９％ ▲１３．１％ ２．２％
DVDセル ２，６８５ ６．２％ ▲７．７％ ８．９％
DVDレンタル ２，８８７ ６．６％ ▲１５．０％ ５３．５％
ビデオカセットセル ０．４ ０．０％ ▲９９．０％ ▲５５．９％
ビデオカセットレンタル ３２ ０．１％ ▲６９．４％ ▲３８．９％
インターネット配信 ５５３ １．３％ ７．８％

携帯電話配信 １１２ ０．３％ ８０．６％

映画興行収入 ２，０６０ ４．７％ ５．７％ ２．１％
邦画 １，１７３ ２．７％ １．３％ ８．９％
洋画 ８８７ ２．０％ １２．３％ ▲３．０％
テレビ放送・関連サービス収入 ３３，４７３ ７７．０％ ▲４．４％ ０．１％
民放地上波テレビ放送事業収入 １８，３１１ ４２．１％ ▲８．７％ ▲２．３％

民間 BS放送営業収益 １，０８７ ２．５％ ７．５％ ４．５％
CS放送営業収益 ３，０２４ ７．０％ ４．５％ １１．７％
NHK受信料収入 ６，３８４ １４．７％ ▲０．２％ ０．２％
CATV事業営業収益 ４，６６７ １０．７％ ０．０％ ７．４％
ステージ入場料収入 １，６４９ ３．８％ ▲１．３％ ３．４％
映像合計 ４３，４５２ ▲４．９％ ０．７％

事業収入」は構成比率が４２．１％と全体の半分近くになっている。しかしこれらはいずれも減少傾向

にあり、地上波に関しては前年度から８．７％もの減少となっている。衛星放送が伸びている分放送

全体の減少幅は小さくなってはいるが、それでも４．４％の減少である。

１．６．映像コンテンツ市場におけるテレビのこれから

広告収入が減少し、市場規模も縮小している中で、テレビ局が制作部門を分離するだけで効率化

をはかって乗り切ろうとすれば、分離された制作部門が何らかの形で活況を取り戻していかない限

り、放送に多くを依存しているままの映像コンテンツ市場はますます縮小していく可能性が高い。

映像コンテンツ市場における、放送の占める割合が大きすぎることにもその原因はあると思われ

る。このアンバランスが改善されない限り、映像コンテンツの新しい時代はなかなか迎えられそう

にないのである。

地上波テレビ放送がなぜここまで市場において大きな地位を占めているかを考えると、テレビ制

作者の努力もさることながら、そのシステムにあるといえるであろう。地上波テレビ放送は基本的

に無料で視聴することができる。実際には広告費という形で間接的に料金を払っているからこそ制

作費などが捻出できるわけである。しかし視聴者は直接支払うわけではないので、あまりその意識

がない。またテレビは非常に気軽にアクセスができる。スイッチを入れて、チャンネルを合わせれ

ば希望する番組を見ることができる。この２つの要素をもつものであれば地上波テレビ放送と同じ

ように市場を拡大できる可能性があるということが言えるのではなかろうか。
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２．映像コンテンツ制作の現状

現状の映像コンテンツは種類ならびに用途とも多岐にわたっている。最終的にユーザーに届けら

れる配給方法にも様々なサービスが展開されてきている。コンテンツの利用にしても、一次利用だ

けではなく、二次利用以降も増えてきている。マルチウィンドウの展開により、１つの映像コンテ

ンツを複数回利用する流れもできてきている。映像を１つの作品（番組）として利用するだけでは

なく、放送番組の一部としての利用や、パチンコ、ゲームソフト、カラオケなどの補助的な映像と

しての活用も増えてきている。

２．１．映像コンテンツの市場規模

テレビ、特に地上波テレビの市場規模は量、構成比率共に縮小してきている。民間 BS放送と CS

放送は少しずつ増加しているが、放送全体に占める割合が大きくはないので、放送全体としては減

少している。「映像ソフト」は、ビデオ（VHSなど）から DVDに移行したぐらいで、全体として

はほぼ横ばいである。「映画」はヒット作の存在次第であるが、規模からいえば地上波テレビのお

よそ１／１０程度でしかない。「ステージ入場料」もほぼ横ばいになっている。

一方で伸びてきているのは「インターネット配信」や「携帯電話配信」である。これらのサービ

スは始まって間もないので過去１０年間（２０００年から２００９年）の平均伸び率は出されていない。（表

１‐３参照）この始まったばかりのサービスは、規模こそまだ小さいが、ブロードバンドやモバイ

ル通信環境の整備が進んだことで、今後様々なサービス展開が期待されている。これからも成長し

ていく可能性を持った分野である。

表２‐１ 過去６年間の映像コンテンツ市場規模の推移（「デジタルコンテンツ白書２０１０」より）

区分 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年
映像ソフト売上 ７，２３３ ７，３５２ ６，６２７ ６，５０９ ６，４４９ ５，６０４

DVDセル ３，５３３ ３，６１５ ３，２０７ ３，１４２ ２，９０９ ２，６８５
DVDレンタル ９７３ １，９６７ ２，６３７ ３，０９６ ３，３９８ ２，８８７
ビデオカセットセル ２９０ １５９ ９０ ４１ ３９ ０．４
ビデオカセットレンタル ２，４３７ １，６１０ ６９４ ２３０ １０３ ３２
インターネット配信 １７３ ２９２ ３６８ ４４４ ５１３ ５５３
携帯電話配信 １１ １４ ２４ ３６ ６２ １１２
映画興行収入 ２，１０９ １，９８２ ２，０２９ １，９８４ １，９４８ ２，０６０
邦画 ７９１ ８１８ １，０７９ ９４６ １，１５９ １，１７３
洋画 １，３１９ １，１６４ ９５０ １，０３８ ７９０ ８８７
テレビ放送・関連サービス収入 ３５，１７１ ３５，３２６ ３５，４８５ ３６，１２５ ３５，０２６ ３３，４７３
民放地上波テレビ放送事業収入 ２２，０９２ ２２，０１１ ２１，７７１ ２１，３４４ ２０，０５６ １８，３１１
民間 BS放送営業収益 ８１１ ８４７ ８９３ ９３７ １，０１１ １，０８７
CS放送営業収益 ２，３４６ ２，５６１ ２，６２３ ２，７８２ ２，８９４ ３，０２４
NHK受信料収入 ６，３８９ ６，０５７ ６，１４７ ６，３１６ ６，３９８ ６，３８４
CATV事業営業収益 ３，５３３ ３，８５０ ４，０５０ ４，７４６ ４，６６７ ４，６６７
ステージ入場料収入 １，４５６ １，５８６ １，５１３ １，６１０ １，６７１ １，６４９
映像合計 ４６，１５３ ４６，５５１ ４６，０４６ ４６，７１０ ４５，６６９ ４３，４５２

―９４―



２．２．テレビ放送（番組）

地上波テレビ放送は総合編成をとっているため、番組としても報道・情報、教育・教養、バラエ

ティやドラマなどの娯楽と多岐にわたっている。スポーツの生中継などリアルタイムでの番組提供

はテレビの最も得意とする分野でもある。時間帯によってジャンルは固定されつつあるようにも思

える。一日のほとんどの時間帯を報道と情報を組み合わせた番組で構成し、ゴールデンタイムから

深夜にかけてエンターテイメント性の高い番組を配置するような試みも行われてきている。映像コ

ンテンツの面からいえば、このエンターテイメント性の高い時間帯の番組が中心となる。これらの

コンテンツは、場合によってはマルチウィンドウでの活用も考えられ、実際に行われてもいる。

民間 BS放送は、結果的に地上波テレビのキー局などがそれぞれにチャンネルを持つことになっ

た。全国画一内容の放送が可能であり、現在は無料放送と一部の有料放送が共存している。BSが

普及すれば、現在の地上波テレビのネットワークとの競合が問題になってくるところであろう。そ

のこともあって今は地上波テレビとは別編成での放送を行っている。

CS放送は、多チャンネルが売りである。チャンネルの多くは有料放送であるが、料金を低く抑

えるために広告（CM）放送もされている。スポーツ中継からアーカイブ映像（ドラマ、バラエティ

など）まで、視聴者のターゲットを絞り込んだチャンネル編成がおこなわれている。そこには地上

波テレビ局がアーカイブを中心にチャンネルを持ったりもしている。マニアやエスニック向けの

チャンネルやショッピングチャンネルもある。

CATVでは、CS放送と同じチャンネルがほとんどであるが、地上波テレビの再送信や独自の番

組も放送している。独自の番組は、CATVらしく地域密着の情報系の番組がほとんどである。CATV

はインターネット接続サービスを同時におこなっていることも多いことから、大手の CATVでは、

他のインターネット接続業者と同様に、ケーブル回線を利用したオンデマンド（VOD）サービス

も徐々に始めつつある。

２．３．映画

大画面での映像を特徴とした映画は、家庭におけるテレビの大画面化やデジタル技術による劣化

の少ないままの再利用などの恩恵を受けている。映画館での映画の需要は今のところ大きな期待は

できないかもしれないが、既に映画においては二次利用（映画館以外での利用）が映画館での一次

利用を上回っているという現実からすると、その利用窓口のさらなる広がりは、映画にとっても好

材料かもしれない。

映画館においても過去の作品をデジタル技術でよみがえらせることも可能となってきていること

から、新作だけではない過去の作品の再上映に新たな道が開かれてくることも考えられる。

２．４．通信を利用した映像コンテンツ活用の可能性

インターネット配信や携帯電話配信は始まったばかりである。環境も徐々に整備されてきてお

り、様々な配信サービスが展開されてきている。そしてその様々なサービスが試行錯誤されている

段階から、徐々に絞り込まれてきている状況にある。やがてその中でビジネスモデルを確立するも
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のが生き残っていくであろう。サービスが整い、映像コンテンツの新しいビジネスモデルが確立す

れば、テレビに匹敵するサービスになる可能性は高い。

そのためには先に挙げた地上波テレビの持つ「無料」と「アクセスのしやすさ」という２つの要

素を持ったサービスが必要ともなるであろう。インターネット配信では、視聴スタイルもパソコン

を利用して観る方法もあれば、テレビ受像機にインターネット機能を付加させて観る方法（IPTV）

もある。この後者の IPTVが、テレビの持つ２つの要素を兼ね備えたサービスとしての最有力候補

となるであろう。テレビ画面を観ながら、チャンネルを切り替えるようにインターネットの映像配

信も利用することができる。コンテンツは、チャンネル放送ではない、観たいものを観たいときに

観るといったオンデマンド（VOD）が中心である。利用ごとに課金されるシステムと広告付きの

無料映像のいずれかを選択できることができる。ホテルなどでは、これまでの有料放送からこのイ

ンターネット配信を利用した VODに既に移行しつつある。

テレビとインターネット

や携帯電話の映像配信が共

存していける可能は十分に

ある。テレビは番組（チャ

ンネル）中心のサービスを

行ない、映像配信は VOD

中心のサービスを行なうの

である。テレビにはテレビ

の得意とする分野があり、

配信サービスには配信サー

ビスが得意とする分野があ

る。両者はそれをお互いに

生かしながら、補完しあう

ことができるはずである。

３．映像コンテンツの考え方

映像コンテンツをこれまでのように、テレビ（受像機）や映画（館）といった最終的に視聴者に

届く端末（出口）を基本に考え、そこでウィンドウを閉じてしまってはいけない。それぞれの業界

が、二次利用などはあるにしても、その業界内で映像コンテンツの使い方を完結させるような状況

では映像コンテンツ業界にさらなる発展は望めない。

３．１．映像コンテンツの流れ

音楽や書籍などと同じように、映像コンテンツもコンテンツを作るもの（コンテンツプロダクショ

ン）、流通させるもの（コンテンツアグリゲーター）、最終的にユーザーに届けるもの（コンテンツ

図２‐１ 映像コンテンツの流通
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図３‐１ 映像コンテンツの流れ

プロバイダー）というように、映像コンテンツの流れを中心とした「コンテンツ主義」の考え方に

立つべきである。最終的な出口が、テレビであり、映画館であり、インターネット配信であるだけ

という考え方がこれからは必要になってくる。どこを出口にするかはコンテンツの特性や内容によ

るものである。出口が一つであったり、複数であったりすることも、またそれらに時間差があった

り、同時であったりすることもある。

コンテンツプロダクションとは、映像コンテンツの作り手、制作者である。現在のテレビ局関連

の制作会社や独立系の制作会社が、技術系も含めて集団として映像制作にあたるというのが理想で

ある。

コンテンツアグリゲーターとは、映像コンテンツを制作者（プロダクション）から集め、最終供

給者（プロバイダー）へと橋渡しするものを指している。映像コンテンツの流通を円滑に進める重

要な役割を担うものである。

コンテンツプロバイダーとは、映像コンテンツの最終供給者であり、視聴者に直接映像コンテン

ツを届ける役目を持ったものである。テレビ局などの放送事業者、映画館、インターネットや携帯

電話の映像配信事業者がこれにあたる。

コンテンツホルダーとは、映像コンテンツに関する著作権や版権などを有する権利者のことであ

る。流通段階において、制作者（プロダクション）と流通者（アグリゲーター）のいずれがこれら

の権利を持つかは、それぞれの映像コンテンツにおいて契約によって決定される。契約などにより

権利は移行することもある。場合によっては最終供給者（プロバイダー）がその権利を持つことも

ありうる。

このような映像コンテンツの流れ全体を促進させ、コントロールしていくのがコンテンツプロ

デューサーと呼ばれるような存在のものである。映像制作、様々な権利処理、流通など多岐にわた

る知識と技能を兼ね備えた、このコンテンツプロデューサーの存在がこの流れには不可欠であり、

その育成が今後は急務となってくるであろう。

３．２．制作される映像のジャンル

コンテンツ中心主義の立場から、映像コンテンツの在り方について考えてみよう。映像コンテン

ツにはジャンルで分けるとしたら、多少区分があいまいであったり、複数のジャンルにまたがった

りしている場合もあるが、報道・情報、バラエティ、ドラマ・映画、ドキュメンタリー、教育・教

養といったものが考えられるであろう。これらすべてが先に挙げたような映像コンテンツの流れに
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沿う必要はないのである。

映像コンテンツとして流通が可能で、様々な用途での活用が考えられるものはこの流れに沿うこ

とが望まれる。一方で特定の配給にのみ向くものもあるであろう。例えばニュース報道などはテレ

ビには最も適したものかもしれないが、映像コンテンツとしての用途はあまりない。スポーツや劇

場などの中継も、一部のビッグイベントを除けばテレビ放送で完結してしまうものである。

バラエティに関しては、情報番組とあわせたような安易なものではなく、しっかりと作りこんだ

ものであれば、地上波テレビ放送以外にも、衛星放送、CATV、インターネットや携帯の映像配信、

さらには DVDなどのパッケージとしてのセルならびにレンタルとその用途は十分に広がる。

ドラマや映画のような映像コンテンツも、バラエティと基本的に同様であり、作品さえしっかり

していれば、その用途はかなり広くなる。さらにこれらの場合には映画館などでの上映も可能性と

して大いにある。（もともと映画はそれが大前提かもしれない。）

ドキュメンタリーや教育・教養番組に関しても同様である。肝心なのは内容が様々な用途で利用

するに足りるものになっているかどうかである。特にこれらに関しては何度も繰り返し視聴する可

能性が高いので、一過性のものではない内容も求められるであろう。

最後に情報系の番組であるが、これらも基本的にはテレビ向きであろう。しかしその映像は情報

内容によってはWebページと連動させることも可能になってきているので、官公庁や企業の PRビ

デオなどと同様にその用途は広がってきている。

３．３．映像コンテンツマーケットの成立

新たな映像コンテンツを発展させ、映像コンテンツの流通が活況を呈するには、映像コンテンツ

を流通させるマーケットの成立が不可欠であろう。このマーケットは映像コンテンツの集積地とし

ての働きを持つことになる。コンテンツアグリゲーターが中心となり、コンテンツプロダクション

などのコンテンツホルダーから映像コンテンツを集め、コンテンツプロバイダーなどへと引き渡

す。これまでどちらかというと閉ざされていた映像コンテンツの流通をオープンにし、誰でもが参

加できるマーケット（見本市）として整備するのである。マーケットにおける映像コンテンツは新

作だけに限定する必要はない。テレビ局や映画会社が保有している映像コンテンツをマーケットに

出すこともできるのである。

マーケットへは映像配信を利用して一般のユーザー（視聴者）も参加できるようにする。そうす

ることにより一般のユーザー（視聴者）は、コンテンツプロバイダーによる放送や映像配信などと

して間接的に触れることができるだけではなく、直接マーケットにある映像コンテンツに触れるこ

ともできるのである。有料で映像コンテンツを購入することもできれば、広告付きを選択すること

により無料で視聴することもできるのである。

コンテンツプロバイダーが映像コンテンツを調達する場合にも、完成された作品の買取や権利（放

送権など）のみの買取などという選択肢を用意することにより、より多くのコンテンツプロバイダー

が参加できるであろう。場合によっては、資金力のないコンテンツプロダクションは企画やシナリ

オなどをこのマーケットに出品し、制作契約を結んだ上で、制作資金の提供を受けながら制作する
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図３‐２ 映像コンテンツマーケット

ということも可能となるであろう。

３．４．新たな映像コンテンツ発展に必要なこと

このような映像コンテンツマーケットの成立・発展のためには以下の項目を確立させる必要があ

る。

� 映像制作者のテレビ局からの独立と発展

� 制作者（コンテンツプロダクション）、流通させるもの（コンテンツアグリゲーター）、最終

的に視聴者への配給を行うもの（コンテンツプロバイダー）間での契約方法の確立

� 映像コンテンツ流通のための社会ならびに経済体制の整備、必要に応じて法整備

� 映像コンテンツについての市民意識の確立

３．４．１．映像制作者の独立と発展

映像制作は地上波テレビに依存するところが大きく、テレビ局からは分離されながらも、なかな

かその傘から抜け出せない状態にある。その主な要因は自ら制作に乗り出す場合の資金不足と制作

会社がテレビ局から完全に離れた場合の受注数の減少であろう。

資金に関しては、自ら資金を集めることができない場合には、映像コンテンツマーケットに企画

やシナリオを出品し、資金を出してくれるコンテンツプロバイダーなどの出現に期待することもで

きるであろう。映像コンテンツマーケットが成立し発展するまでは、コンテンツプロダクションが

一定の制作能力を確立していけるように、政府や自治体などが中心となり補助金制度などの援助を

していくことも望まれる。

受注数の確保に関しては、制作会社とテレビ局が１対１の関係から、制作会社１社対複数のテレ

ビ局という関係になれば、受注数も安定してくるであろう。そうなると制作会社の制作効率も上が

り、様々なジャンルの制作を行うことによる制作能力の向上にもつながる。そのためには制作会社

はテレビ局から完全に独立し、各テレビ局関連の制作会社や独立系の制作会社が、映像コンテンツ

作成を主目的として集結することが必要であろう。いくつかの地域では関連のテレビ局以外の番組

制作を請け負ったり、他の制作会社に協力したりという状況も少しずつではあるが既にみられてい
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る。テレビ局からの受注に頼らなくてもやっていけるような映像コンテンツ制作を、海外のマーケッ

トも視野に入れて目指す気概と努力が必要であろう。

３．４．２．契約方法の確立

契約方法に関しては、著作権、放映権、版権などに関して既に取り組みが行われてきており、政

府の指導もあり改善されてきつつある。（注６）コンテンツプロダクションである映像制作者が立

場的に弱いために、このような取り組みが十分に効力を発揮していないのが現状のようである。映

像コンテンツ制作者がテレビ局から完全に独立し、発展して両者が対等の立場になればこの問題は

自ずと解決の方向に向かうのかもしれない。

３．４．３．社会・経済体制の整備

放送の完全デジタル化とブロードバンドならびにモバイル通信のインフラ整備はほぼ整ったとい

える。定額制も定着しつつあるので、映像コンテンツマーケットの確立とともに、通信料金を低く

抑えることができるようになることが必要である。さらにはこれらを利用して映像コンテンツを有

効に利用していくための法整備である。放送と通信を分け、衛星放送や CATVにも独自の法体制

を敷いている現在の法体系を、コンテンツを中心にした法体系に整えていくことが肝要である。

また映像コンテンツマーケットにおける料金の徴収方法などに関しても、音楽著作権のような課

金ができる技術とシステムの構築、さらにはそのための法整備が望まれるところである。

３．４．４．市民意識の確立

最後は一般市民の意識改革である。映像コンテンツには、著作権、肖像権、版権などが存在して

おり、勝手にコピー商品を販売したり、流通させたりしてはならないことを、今一度認識すべきで

ある。音楽配信のように正規のものと違法なものが同程度の市場規模で存在するようでは、なかな

かその発展は望めない。コンテンツには有料と広告付きのものがあり、それぞれには有料であるこ

と、無料であることの意味があることを理解しておくべきである。そのうえで豊富になった映像コ

ンテンツを享受できる時代を、我々視聴者は謳歌すべきであろう。

４．今後の課題

今回はテレビと映像コンテンツの現状を検証したうえで、映像制作が独立し強化されることによ

り、映像コンテンツを中心とした流れを形成し、その映像コンテンツの流通をスムーズにするマー

ケットの成立を提案してきた。この映像コンテンツの流れを確実にし、マーケットを成立させ、成

長させるための様々な条件についてもまとめてみた。

現段階では概略的な内容を述べるに留まっている。それぞれの項目について細かく分析するとこ

ろまでは至っていない。それが実際に実現可能なのか、当事者たちの実際の意向はどうなのかの検

証も行っていない。また付随する条件も現実的にそろえられるのかといったようなことも検証され

ていない。

今後は、様々なデータの収集と分析の他にも、さらに細かな実態調査や項目を絞ったアンケート

調査などを、当事者である映像制作会社（独立系や技術系の制作会社も含む）、テレビ局などの放
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送事業者、行政、一般市民を対象に行っていく必要があるであろう。場合によっては、制作体制、

契約状況、制作ジャンル、コンテンツの適正価格など細部にわたる検証がアンケート調査なども含

めて必要になってくるかもしれない。そうすることによってより正確な実態把握を行ったうえで、

今回の提案を再度検証してみたいと思っている。場合によっては今回の提案を修正する必要も出て

くるであろう。

注釈

１．「日本民間放送年鑑２００９」（日本民間放送連盟編、２００９）によると、２００８年度に損失を計上したテレビ

局数は７７社あり、前年度の５５社からさらに増加している。

２．平成２２年４月の「放送普及基本計画」によれば、「一般放送事業者の放送については、総合放送４系

統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う一般放

送事業者の放送については、５系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること」が目標

とされている。

３．「放送法」の第二条および第七条、ならびに「電波法」の第十四条参照。

４．例えば、福岡にある TNC（テレビ西日本）では、開局５０周年記念番組としてドラマを制作する際で

さえ、キー局であるフジテレビ系列の共同テレビに、ほぼ制作を任せる形を取らざるを得なかった。

５．Dentsu Online（http://www.dentsu.co.jp/）のWebページ上の出版・研究データにある「日本の広告費」

（http://www.dentsu.co.jp/marketing/adex/index.html、２０１０年８月１７日取得）

６．キー局を中心に、「放送番組の制作委託取引に関する自主基準」などを定め、公表している。

参考Webサイト

■ NHK（http://www.nhk.or.jp/）
■ NHK放送文化研究所（http://www.nhk.or.jp/bunken/）
■ 日本民間放送連盟（http://www.nab.or.jp/）
■ 総務省（http://www.soumu.go.jp/）

参考書籍・雑誌

■「デジタルコンテンツ白書」デジタルコンテンツ協会編、財団法人デジタルコンテンツ協会
■「日本民間放送年鑑」日本民間放送連盟編、コーケン出版
■「NHK年鑑」NHK放送文化研究所編、日本放送出版協会
■「NHK放送文化研究所 年報」NHK放送文化研究所編、日本放送出版協会
■「放送メディア研究」NHK放送文化研究所編、日本放送出版協会
■「放送研究と調査（月刊）」NHK放送文化研究所編、日本放送出版協会
■「月刊民放」日本民間放送連盟編、コーケン出版
■「図解でわかるコンテンツビジネス最新２版」コンテンツビジネス研究会編、日本能率協会マネジメン

トセンター、２００５年
■「コンテンツビジネス業界がわかる」ヒューマンメディア編、技術評論社、２００７年

（あらまき たつや：英語メディア学科 教授）
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